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え
ん
罪
の
定
義
に
係
る
法
務
大
臣
と
法
務
省
刑
事
局
の
見
解
の
相
違
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
九
九
七
年
三
月
、
東
京
都
渋
谷
区
で
当
時
東
京
電
力
に
勤
め
て
い
た
女
性
社
員
の
遺
体
が
見
つ
か
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
東
京

電
力
女
性
社
員
殺
害
事
件
（
以
下
、
「
事
件
」
と
す
る
。
）
で
犯
人
と
さ
れ
、
二
〇
〇
三
年
に
無
期
懲
役
が
確
定
し
て
い
た
ネ

パ
ー
ル
国
籍
の
ゴ
ビ
ン
ダ
・
プ
ラ
サ
ド
・
マ
イ
ナ
リ
氏
の
再
審
第
一
回
公
判
が
、
本
年
十
月
二
十
九
日
、
東
京
高
裁
で
行
わ
れ

た
。
検
察
側
は
、
「
被
告
人
以
外
が
犯
人
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
で
き
ず
、
被
告
人
は
無
罪
」
と
の
意
見
を
述
べ
、
十
一
月
七

日
、
マ
イ
ナ
リ
氏
の
無
罪
が
確
定
し
た
。
右
と
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
一
第
一
五
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

本
年
十
一
月
九
日
、
「
政
府
答
弁
書
」
の
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
た
閣
議
の
後
の
記
者
会
見
で
、
滝
実
法
務
大
臣
は
え
ん
罪

の
定
義
に
つ
い
て
、
「
刑
事
局
と
し
て
は
、
え
ん
罪
は
厳
密
な
定
義
が
な
い
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
方
に
従
っ
て
い
る
が
、

世
間
一
般
的
な
感
覚
で
広
く
と
っ
て
言
え
ば
、
え
ん
罪
と
言
え
な
く
も
な
い
と
思
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
承
知
す
る

が
、
確
認
を
求
め
る
。

二

滝
大
臣
が
一
の
記
者
会
見
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
「
世
間
一
般
的
な
感
覚
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
滝
大
臣
に
よ
る

説
明
を
求
め
る
。

三

「
世
間
一
般
的
な
感
覚
」
に
よ
る
え
ん
罪
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
滝
大
臣
に
よ
る
説
明
を
求
め
る
。

一



四

滝
大
臣
が
一
の
記
者
会
見
で
「
世
間
一
般
的
な
感
覚
で
広
く
と
っ
て
言
え
ば
、
え
ん
罪
と
言
え
な
く
も
な
い
と
思
う
」
と

述
べ
て
い
る
一
方
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
え
ん
罪
の
定
義
に
つ
い
て
「
法
令
上
の
用
語
で
は
な
く
、
政
府
と
し
て
、
『
え

ん
罪
』
の
定
義
に
つ
い
て
特
定
の
見
解
を
有
し
て
お
ら
ず
、
特
定
の
事
件
が
『
え
ん
罪
』
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
特
定

の
見
解
を
有
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
の
答
弁
を
起
案
し
、
作
成
し
た
法
務
省
の
担

当
部
署
並
び
に
そ
の
責
任
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

四
の
答
弁
の
内
容
は
、
一
の
滝
大
臣
の
見
解
と
齟
齬
を
来
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
法
務
省
刑
事
局
の
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。

六

マ
イ
ナ
リ
氏
の
事
例
は
、
無
実
の
者
が
真
犯
人
と
さ
れ
、
長
期
間
拘
束
さ
れ
、
人
権
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
、
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
滝
大
臣
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
世
間
一
般
的
な
感
覚
で
い
う
え
ん
罪
に
他
な
ら
な
い
と

考
え
る
。
法
務
省
刑
事
局
と
し
て
、
未
だ
に
え
ん
罪
の
定
義
に
つ
い
て
明
確
な
答
弁
を
避
け
る
理
由
は
何
か
、
説
明
を
求
め

る
。

右
質
問
す
る
。

二


